
５．土質試験費等の取り扱い

 技術管理費の中でも、場合によって現場管理費と一般管理費から除外されるものがあります。

 一例として、技術管理費に分類される土質試験（六価クロム溶融試験等）があげられます。

例えば、 直接工事費：￥１，０００，０００ Ⓐ の場合、Ⓑは共通仮設費積上額には計上されますが、
土質試験費：　　￥１００，０００ Ⓑ

現場管理費と一般管理費の対象から除外されることがあります。

そのような場合、土質試験費の金額を下記画面の④に入力すれば、土質試験費は現場管理費と一般管理費

の対象から除外されます。
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共通仮設費積上額の技術管理費に計上した金額です。

⑫ － ④ が「現場管理費」の対象になります。

⑬ － ④ が「一般管理費」の対象になります。

Ⓒ

Ⓓ

ここに除外したい金額を入力して下さい。


